
 
 
 
取手市告示第１６８号 
 
 
 

令和７・８年度競争入札参加資格追加申請及び資格審査について 
 
 
 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４，第１６７条

の５第１項及び第１６７条の１１第１項，第２項並びに取手市契約規則（昭和

５８年規則第１４号）第４条第１項，第２１条の規定に基づき，令和７年度及

び令和８年度において取手市が発注する工事又は製造の請負，設計・測量・地

質調査等の業務委託，物品の買入れ及び売払いその他の契約に係る競争入札に

参加する者の必要な資格並びにその基本的事項及び申請に関する事項を次のと

おり定めたので，取手市契約規則第４条第２項の規定により告示する。 
 
 
 
 令和７年６月２７日 
 
 
 

               取手市長  中 村  修 
 
 



第１ 競争入札に参加することができない者 
１  地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 
２  地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により入札に参加させ

ないこととされた者で，同項の期間を経過していない者 
３  建設工事にあっては，建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

第１項の規定よる建設業の許可を受けていない者並びに同法第２７条の

２３の規定による経営事項審査を受けていない者 
４  測量にあっては，測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１

項の規定による登録を受けていない者 
５  建築士事務所にあっては，建築士法（昭和２５年法第２０２号）第２

３条第１項の規定による登録を受けてない者 
６  不動産鑑定業者にあっては，不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３

８年法律第１５２号）第２２条第１項の規定による登録を受けていない

者 
７  土地家屋調査士にあっては，土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２

２８号）第８条第１項の規定による土地家屋調査士名簿に登録を受けて

いない者 
８  司法書士にあっては，司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第８

条第１項の規定による司法書士名簿に登録を受けていない者 
９  計量証明事業所にあっては，計量法（平成４年法律第５１号）第１０

７条の規定による登録を受けていない者 
１０  物品の納入及び役務の提供等の業者にあっては，営業を行うにつき法

令の規定により許認可を必要とする場合においては，当該許認可を受け

ていない者 
１１  中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協

同組合にあっては，組合の定款に協同受注についての定めがない者 
１２  国税，茨城県税及び取手市税を納付していない者 
１３  銀行取引停止を受ける等経営状況が著しく不健全であると認められた 
  者 

１４  申請書及びその添付書類に虚偽の申請をした者又は重要な事項につい

て記載をしなかった者 
１５  営業に関し，法律上必要とする資格を有しない者 
１６  建設工事の場合にあっては，加入義務のある「雇用保険」，「健康保険」

及び「厚生年金保険」（以下「社会保険等」という。）に加入していな

い者



第２ 競争入札参加に必要な資格に係る基本的事項 
 
１  工事又は製造の請負，設計・測量・地質調査等の業務委託，物品・役

務の提供等の契約に係る競争入札参加者に必要な資格は次に掲げる事項

を審査する。 
（１） 客観的審査事項 

     ア 建設工事 
      ○ａ経営規模 

① 完成工事高（業種別） 
② 自己資本額（＝純資産額） 
③ 利払前税引前償却前利益 
④ その他社会性等 

      ○b 経営状況 
① 純支払利息比率 
② 負債回転期間 
③ 売上高経常利益率 
④ 総資本売上総利益率 
⑤ 自己資本対固定資産比率 
⑥ 自己資本比率 
⑦ 営業キャッシュフロー（絶対額） 
⑧ 利益剰余金（絶対額） 
⑨ 外資の状況 
⑩ 主要取引金融機関 

   ○ｃ技術力 
① 技術職員数（業種別） 
② 元請完工高（業種別） 

    ○ｄその他 
① 労働福祉の状況 
② 建設業の営業年数 
③ 防災活動への貢献の状況 
④ 法令遵守の状況 
⑤ 建設業の経理関する状況 
⑥ 研究開発の状況 

※ 工事請負の客観的事項の審査は建築業法第２７条の２３の規定に基

づき，行政庁（国又は県）が行う「経営規模等評価」と，登録経営状



況分析機関が行う「経営状況分析」からなる経営事項審査結果の数値

を採用する。 
      イ 設計・測量・地質調査等の業務委託 
       ○ａ経営規模 

① 業種別年間平均実績高                   
② 資本金及び自己資本額 
③ 常勤職員の数 

       ○b 経営状況 
① 総資本純利益率 
② 流動比率 
③ 自己資本固定比率 
④ 外資の状況 
⑤ 主要取引金融機関 

       ○ｃ技術力・信用等 
① 営業年数 
② 技術職員の数 
③ 登録・免許又は許可等 

  ウ 物品･役務の提供等 
       ○ａ経営規模 

① 種別年間平均実績高 
② 資本金及び自己資本額 
③ 常勤職員の数 

       ○b 経営状況 
① 総資本純利益率 
② 流動比率 
③ 自己資本固定比率 
④ 外資の状況 
⑤ 主要取引金融機関 

○ｃ技術力・信用等 
① 営業年数 
② 主要設備の規模 
③ 登録・免許又は許可等 

（２） 主観的審査事項 
      市が発注する請負工事の工事成績及び業務委託検査結果並びに

物品検収結果を参考とする。 
 



（３） 納税状況の審査 
       国税，茨城県税及び取手市税の納税状況について審査する。 
 
２  審査の結果を総合的に勘案して種類毎に分類し，土木一式工事・建築

一式工事・電気工事・管工事・ほ装工事・造園工事については等級格付

をする。 



第３ 競争入札参加資格審査申請書の提出 
 
１ 申請の時期 
 全業者・全業種：令和７年８月４日（月）から令和７年８月６日（水） 
    

 ２ 申請書記載事項の基準日 
（１） 工事又は製造の請負 

申請書提出日の直前の営業年度の終了日（経営規模等評価結果通

知書等の審査基準日と同じ）とする。 
（２） 設計・測量・地質調査等の業務委託 

申請書提出日の直前の営業年度の終了日とする。 
（３） 物品・役務の提供等 

令和７年７月１日とする。 
 
 ３ 申請書の提出 
   （１）電算入力用紙 
   （２）競争入札参加資格審査申請書（実印捺印） 
   （３）印鑑証明書（原本又は写し） 
   （４）委任状（年間委任する場合のみ） 
   （５）使用印鑑届（実印と異なる場合のみ） 
   （６）主要取引金融機関一覧 
  （７）営業所一覧表 

   （８）経営規模等評価結果通知書等の写し 
   （９）社会保険等の加入が確認できる書類（経営規模等評価結果通知書

等にて確認できない場合のみ） 
   （10）社会保険等の加入義務がないことの誓約書（経営規模等評価結果

通知書等にて確認できない場合のみ） 
   （11）工事経歴書（直前２年） 
   （12）測量等実績調書（直前２年） 

   （13）物品・役務の提供等実績調書（直前２年） 

   （14）技術職員名簿 

（15）登録・免許又は許可等一覧 

   （16）許可・登録証明書又は免許証等の写し（該当する場合） 

   （17）技術者経歴書 

   （18）財務諸表（決算書・直前１年間） 



   （19）納税証明書(原本又は写し) 

   （20）登記簿謄本（原本又は写し）個人の場合は身分証明書 

  （21）建設業退職金共済事業加入証明書等の写し 

   （22）代理店・特約店証明書 

   （23）取扱品目一覧表（物品等のみ） 
○注  土木関係コンサルタント・地質調査又は補償コンサルタントの登

録規程に基づく登録業者であるときは「現況報告書の写し」を添付

することにより，「測量等実績調書」「技術者経歴書」「財務諸表」の

添付を省略しても差し支えない。 
 



第４ 資格者名簿の登録及び有効期限 

 
 １  資格審査の結果，競争入札に参加する資格が認められた者については，

有資格者名簿に登録する。 
 
２  有資格者名簿の有効期限は，資格認定の日から令和９年３月３１日ま

でとする。ただし，次期の有資格者名簿が作成されるまで延長すること

ができる。 
 
 
 

第５ 資格者名簿の公表 
 
  競争入札参加有資格者名簿を公表する。公表は閲覧とし，名簿の登載事項

は，商号又は名称，住所，資本金等，年間平均完成工事高又は，年間平均実

績高，職員数，総営業品目及び建設工事業者の等級格付とする。 
また，提出書類の記載事項について，取手市情報公開条例（平成１２年条

例第６号）に基づく情報開示請求がなされた場合には，同条例等に基づき対

応する。 
 
 
 

第６ 変更等の届出 
 
  競争入札参加有資格者は，当該申請に係る事項等について変更が生じたと

きには，直ちにその事実を証する書類を添付して変更届を提出しなければな

らない。 


